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　　　赴任旅行等の取扱いについての一部改正について（通知） 

　このことについて、赴任旅行等の取扱いについて(令和２年（2020年）３月２日付け教

総第2124号当職通知)の一部を次のとおり改正し、令和５年（2023年）４月１日以降に発

令された赴任に係る旅行から適用することとしたので通知します。 

　なお、「赴任旅費の移転料について」(令和３年（2021年）３月12日付け教総第3277号)

は令和５年（2023年）３月31日をもって廃止します。 

記 

 １　改正の内容

　(1) 移転料について、旅行命令権者が必要と認めた場合は、移転料を増額調整できるよ

う運用を見直した。 

なお、この場合においては総務課への協議は不要とするが、複数業者や複数の引越

日を比較するなど、引越料金の抑制に努めるよう所属職員に周知すること。 

　(2) 通常の引越の範囲内で行われる建物の養生・保防については、移転料の対象費用と

する。 

　(3) 民間賃貸住宅に入居する場合であっても、やむを得ない事情により移転後の居住所

 以外の場所に宿泊を要した場合は、着後宿泊料の支給対象となることを明確化する。

                                                               
 ２　増額調整のイメージ

 ＜職員＞ ＜職員＞     ＜  所属（旅行命令権者）＞ ＜職員＞
  

３者以上の 最も安価な ・最も安価な業者の 
教職員事務課業者から見 業者を選定 　選定について確認 
に書類を提出

 

積書を徴取 し住居移転 ・増額調整を承認※

　　※　移転費用等申出書で要件を確認した上で、旅行命令簿兼旅費請求書の摘要等欄

に「見積書３者以上徴取、移転料の増額調整を認める」と記載する。 

 

 （総 務 政 策 局 総 務 課 人 事 係）　

 （総務政策局総務課組織・給与制度係）　

（教 職 員 局 教 職 員 課 服 務 制 度 係）　



○　赴任旅行等の取扱いについて（令和２年（2020年）３月２日付け教総第2124号）新旧対照表　【一部改正】 

改　　正　　案 現　　　　　行

  １～３(2)カ（現行どおり） １～３(2)カ（現行どおり）

  キ　移転料の増額調整 キ　移転料の増額調整

道費の適正な支出を図るため、経費の節減に努める必要が 道費の適正な支出を図るため、経費の節減に努める必要が

あることから、原則、上限の範囲内での支給とするが、特別 あることから、原則、上限の範囲内での支給とするが、特別

の事情により、当該上限を超えて支給することが必要な場合 の事情により、当該上限を超えて支給することが必要な場合

において、旅行命令権者が別記第３号様式及び職員から提出 は、事実の生じた理由や旅費条例の範囲内で対応できない理

された３者以上の見積書により、最も安価な業者を選定した 由等を明確にし、別途資料を添付の上、旅費条例第37条第２

ことを確認した場合には、旅行命令簿兼旅費請求書の摘要等 項に基づき、協議を行うこと。 

欄に「見積書３者以上徴取、移転料の増額調整を認める」と なお、協議においては、個々の事情や地域の実情、事業者

記載することとし、次に定める増額調整の額の範囲内で移転 の状況など様々な要素を基に支給の有無を判断する。 

料を増額して支給することができることとする。（協議不要）  

  

                            
    移転区分       上限額     増額調整の額の範囲  

  
　                           
　    道外赴任      558,000円     837,000円以内    

　　　                            
　   道内赴任      374,000円     561,000円以内    

なお、増額調整の対象は、引越業者を利用した場合の引越料  

金のうち、移転料の支給対象費用に限るものとする。（実費  

額が５万円未満の引越の場合は、現に引越業者に支払った実  

費額とする。）  

　　　　　また、職員と扶養親族の引越料金の合計額が上限額を超え  

る場合については、増額調整の額の範囲内で移転料を増額し  

て支給できることとするが、職員と扶養親族のそれぞれの移  

転に対して、見積書を３者以上徴取すること。（職員と扶養  

親族のいずれかの引越料金が５万円未満の場合は、見積書の  

徴取は不要とするが、現に引越業者に支払った金額がわかる  

領収書を添付すること。）  

  

  

　  

　  

　  

　  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

上記の増額調整の額の範囲を超えて移転料を支給すること  

が必要な場合は、旅行命令権者が、事実の生じた理由や増額  

調整の額の範囲内で対応できない理由等を明確にし、別途資  

料を添付の上、旅費条例第37条第２項に基づき、協議を行う  

こと。（協議においては、個々の事情や地域の実情、事業者の

状況など様々な要素を基に支給の有無を判断する。）

　　具体例（道内赴任の場合） 

事　例 引越料金 移転料 増額調整後 必要書類

の支給額

職員と配偶者が                     職　員 50万円 37.4万円 50万円 ３者以上の見積書を徴取
同時に移転

扶養親族が     ３者以上の見積書を徴取 

６月後に移転 職　員 20万円 20万円  ※職員の移転時点では増額調整不要であっても、増額

（いずれも５万円以上の引越） 50万円 調整を要する可能性がある場合は、３者以上徴取する

（20万円＋30万円） こと

扶養親族 30万円 17.4万円 ３者以上の見積書を徴取

扶養親族が 職　員 ３万円 ５万円  現に支払った領収書を添付

６月後に移転 43万円 

（職員が５万円未満の引越） 扶養親族 40万円 32.4万円 （3万円＋40万円） ３者以上の見積書を徴取

扶養親族が 職　員 － ５万円  －

６月後に移転 40万円 

（職員が引越業者を利用しない） 扶養親族 40万円 32.4万円 （0円＋40万円） ３者以上の見積書を徴取



○　赴任旅行等の取扱いについて（令和２年（2020年）３月２日付け教総第2124号）新旧対照表　【一部改正】 
 

改　　正　　案 現　　　　　行  
   

   ４  着後宿泊料の取扱い ４  着後宿泊料の取扱い

 　　着後宿泊料は、移転後の居住地（近隣地を含む）で、やむを得な 　　着後宿泊料は、移転後の居住地（近隣地を含む）で、やむを得な

 い事情により移転後の居住所以外の場所に宿泊を要した場合に、旅 い事情により移転後の居住所以外の場所に宿泊を要した場合に、旅

 費条例別表第１における旅行者の区分に応じた宿泊料の額の範囲内 費条例別表第１における旅行者の区分に応じた宿泊料の額の範囲内

 で実費（食事の有無にかかわず宿泊に要した料金。なお、室料金、 で実費（食事の有無にかかわず宿泊に要した料金。なお、室料金、

夕食代及び朝食代に限る。）を支給しますが、取扱いについては次 夕食代及び朝食代に限る。）を支給しますが、取扱いについては次  

   のとおりとします。 のとおりとします。

   　（1） やむを得ない事情と認める場合 　（1） やむを得ない事情と認める場合

 　　　　次のような事情に該当する場合で、暫定的に宿泊料を徴する 　　　　次のような事情に該当する場合で、暫定的に宿泊料を徴する

   宿泊施設等に宿泊を要した場合をいう。 宿泊施設等に宿泊を要した場合をいう。

   ア　定住する住宅がない場合 ア　定住する住宅がない場合

 イ　定住する住宅があっても宿舎修繕中又は前居住者が入居中 イ　定住する住宅があっても宿舎修繕中又は前居住者が入居中

の場合 の場合（他に定住できる住宅があるにもかかわらず、個人の  

 事情により当該民間賃貸住宅への入居を選択した場合は、や  

 むを得ない事情と認めない。）  

   ウ　正当の理由により家具、寝具が未到着等の場合 ウ　正当の理由により家具、寝具が未到着等の場合

※　民間賃貸住宅に入居する場合で、着任日後に入居が可能   

となる住居を選択した場合（賃貸借契約が４月５日からで   

４月１日に着任した場合や、契約時にあらかじめ修繕が予   

定されている場合など）は、着後宿泊料は支給しない。   

   ４(2)～７（現行どおり） ４(2)～７（現行どおり）

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



○　赴任旅行等の取扱いについて（令和２年（2020年）３月２日付け教総第2124号）新旧対照表　【一部改正】 
 

改　　正　　案 現　　　　　行  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  別記第１号様式～別記第２号様式（現行どおり） 別記第１号様式～別記第２号様式（現行どおり）

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 



○　赴任旅行等の取扱いについて（令和２年（2020年）３月２日付け教総第2124号）新旧対照表　【一部改正】 

改　　正　　案 現　　　　　行

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○　赴任旅行等の取扱いについて（令和２年（2020年）３月２日付け教総第2124号）新旧対照表　【一部改正】 

改　　正　　案 現　　　　　行
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考）移転料支給に係る流れ（現行どおり） （参考）移転料支給に係る流れ（現行どおり）


